
公民館　使用料・減免対象　一覧 H23.1現在■伊那市公民館料金表(5)　東春近公民館 午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後6時から午後9時30分まで 午前9時から午後5時まで 午後1時から午後9時30分まで 午前9時から午後9時30分まで平日 6,300円 8,700円 11,800円 13,800円 19,900円 25,700円土日祝日 7,300円 9,900円 13,500円 15,800円 22,600円 29,300円500円 700円 900円 1,200円 1,600円 2,100円800円 1,000円 1,500円 1,900円 2,600円 3,400円800円 1,000円 1,500円 1,900円 2,600円 3,400円900円 1,300円 2,000円 2,200円 3,300円 4,300円800円 1,000円 1,500円 1,900円 2,600円 3,400円800円 1,000円 1,500円 1,900円 2,600円 3,400円800円 1,000円 1,500円 1,900円 2,600円 3,400円500円 700円 900円 1,200円 1,600円 2,100円900円 1,300円 2,000円 2,200円 3,300円 4,300円2　備品使用料 単位 1回1列 400円1列 800円1台 800円1列 800円1列 800円1台 1,000円1台 800円1台 300円固定　マイク2本付 1式 900円移動　マイク1本付 1式 600円固定　マイク2本付 1式 900円移動　マイク1本付 1式 600円カセット式 1台 400円ビデオ付き 1台 500円館内のみ使用可 1台 500円フルコンサート 1台 5,000円アップライト 1台 2,000円1台 300円1台 300円1台 300円1台 200円冷暖房施設使用料1　エアーコンディショナー使用料 （１時間につき）会議室等2　ストーブ使用料 （使用区分ごと１回につき）
ストーブを使用する場合は、使用区分ごとに1回1台につき300円とする。◆減免について1　施設使用料の減免

使用料

講堂研修室1研修室2ボランティア保育室お話し伝承室実習室
研修室3創作室AVルーム講義室

備考照明器具 午前・午後・夜間を各1回とする。
音響・楽器 マイク1本増につき300円調律を含まない。持ち込み楽器

施設内容

ピアノテープレコーダー
区分 使用料調理器具 ガス炊飯器オーブンレンジ電子レンジ

(1)　伊那市が使用する場合 対象事由 100分の100100分の100減免率(2)　伊那市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合

プロジェクターテレビ
持ち込み電気器具
フットライトボーダーライトサスペンションライトホリゾントライト(アップ)名称 使用料
ワイヤレス装置拡声装置ホリゾントライト(ロウ)シーリングスポットフロントスポット

１室当たり　300円会議室等東春近公民館
東春近公民館 講堂 500円１室当たり　200円

講堂 500円区分

1



公民館　使用料・減免対象　一覧 H23.1現在
2　冷暖房設備等の使用料の減免
(3)　その他市長が適当と認めた場合(2)　伊那市内の保育園の保育、小中学校及び高校の授業及び学校行事の一環として使用する場合(1)　伊那市が使用する場合 対象事由 100分の100市長が定める率

100分の100100分の100市長が定める率減免率100分の100
(3)　伊那市が共催する場合(4)　伊那市内の保育園の保育、小中学校及び高校の授業及び学校行事の一環として使用する場合(5)　その他市長が適当と認めた場合
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